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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】高速で回転する刃が大きい石や金属など障害物
で欠けたり、破損する事のない刈払機を提供する。
【解決手段】回転刃１の上、下に、皿型のワッシャ―３
及び４を用い、さらに刈りピン２に加わる衝撃を緩和す
る衝撃吸収用の弾性体５を介して取り付けた。また回転
刃の外径より少なくも２０ｍｍ以上大きい、内径のリン
グ状の金属製の際刈防護のガイドを取り付けた。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
本発明は草刈機械の刈払機に関するものである。雑草などの根もとごと、又長い草などの
刈り払いをも容易にするため、刈払機の回転刃の上下に突き出る棒状の刈りピンを２本以
上バランスよく取り付け、さらに重要な花、樹木を刈り払いしないように、リング状の際
刈り防護のガイドを取り付けることを特徴とする刈払機。
【請求項２】
回転刃の上下に突き出る刈りピンを堅く固定して取り付けると、刈りピンがすぐ破損する
ので、上下に皿状ワッシャーを用い、さらに弾性体を介して取り付けることを特徴とする
特許請求項１に記載する刈払機
【請求項３】
回転刃の保護と、重要な花、樹木などを刈り払いしないように、保護の範囲を広くするた
め、回転刃より大きい、そして、その形状をリング状の際刈防護ガイドを取り付け、際刈
の作業性を改善し、作業時間を大幅に改善したことを特徴とする特許請求項２に記載の刈
払機
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
本発明は雑草などを刈り払いする機械の改善に関するものである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
　草刈機械の刈払機は、動力により鋸状の刃の付いた円板状の回転刃を回転させて、草な
どを刈り払いするものである。
従来の刈払機には、下記のような欠点があった。
（１）長い草は刈り難い、刈った後の長い草のため作業を続けられない。
（２）また短い草の場合でも、根もとが残っているから、刈ってもすぐにまた伸びてくる
　　　。
（３）高速で回転する刃が、大きい石や金属など障害物で欠けたり、破損しやすい。
（４）また大切な花や、作物、樹木などを傷つけたり、刈り切る場合が多い。
　　　これらを防止しながら、作業することは本来の刈り払いの作業能率を大幅に低下す
　　　る。
【課題を解決するための手段】
【０００１】
　上記（１）及び（２）項の課題を解決するため、従来の回転刃１の上、下に突き出るよ
うな、棒状の刈りピン２を取り付けた。その状態を図１及び図２に示す。刈りピン２は回
転刃１のバランスを取りながら、２本以上取り付ける。
取り付け方法については、いろいろのテストの結果、回転刃の上下に、皿型のワッシャ―
３及び４を用い、さらに刈りピン２に加わる衝撃を緩和する衝撃吸収用の弾性体５を介し
て取り付けることを特徴とする。
回転刃１の下部に突き出た刈りピン２は，刈り払いした草などを小さくすることと、草の
根も刈り切る作用が確認され、雑草などの除去に非常に有効であることが確認された。ま
た回転刃１の上部に突き出ている刈りピン２は長い草の刈り払いに有効である。
【０００２】
　本発明は、さらに、回転刃１の外径より少なくも２０ｍｍ以上大きい内径の、リング状
の際刈防護のガイド８をとりつけたことを特徴とする刈り払い機である。取り付ける形状
をリング状にしたのは、大きい石、金属などの障害物から回転刃１を保護することと、重
要な花、作物、樹木などを刈り払いしないように、保護の範囲を広くするためである。ま
た作業者の不意の人身の事故防止上も極めて有効である。
【発明の効果】
【０００１】
　本発明は、従来の回転刃１の上、下に突き出るような、棒状の刈りピン２を取り付けた
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ことを特徴とする。その状態を図１及び図２に示す。刈りピン２は回転刃１のバランスを
取りながら、２本以上取り付ける。
取り付け方法については、いろいろのテストの結果、刈りピン２を回転刃１に直接固定し
てしまうと、ピンに加わる衝撃のため、すぐ破損して、実用に耐えられない。回転刃１の
上、下に、皿型のワッシャ―３及び４を用い、さらに刈りピン１に加わる衝撃を緩和する
衝撃吸収用の弾性体５を介して取り付けることを特徴とする。回転刃の下部に突き出た刈
りピン２は，刈り払いした草などを小さくすることと、草の根をも刈り切る作用が確認さ
れ、雑草などの除去に非常に有効であることが確認された。
また回転刃１の上部に突き出ている刈りピン２は長い草の刈り払いに有効で、一度刈り払
いされた草が、次第に小さく切られて、長い草が生えているところでも、続けて作業が続
けられる利点がある。また葛など蔓状のものが絡み合った雑草などの刈り払いには特に適
している。
【０００２】
　本発明は、回転刃１の外径より少なくも２０ｍｍ以上大きい、内径のリング状の際刈防
護のガイド８を取り付けたことを特徴とする。金属製のリングが望ましい。大きい石や金
属などの障害物から回転刃を保護することと、重要な花、作物、樹木などを傷つけたり、
刈り払いしないように、保護の範囲を広くするため、回転刃より大きい、そして、その形
状をリング状の際刈防護ガイド８を取り付け、際刈の作業性を改善し、作業能率を大幅に
改善したことを特徴とする刈払機である。
【０００３】
　上記のように、回転刃の上下に突き出た刈りピン２を取り付けた回転刃１とリング状の
際刈防護ガイド８を取り付けた本発明による刈払機は、従来の機械に比較し、雑草など根
こそぎ刈り取ることも可能になったこと。そのため除草の管理が容易になったこと。また
長い草の場合で除草作業が容易になった。さらに葛などの蔓状のものが絡み合った雑草の
場合でも容易に刈り払いが出来るようになった。またリング状の際刈防護ガイド８を取り
付けることにより、大きい石、金属などの障害物からの回転刃１を保護し、刃の寿命が相
当に改善される。さらに重要な花や、作物、樹木に傷付けまたは切り倒すことなども防ぐ
ことができ、作業性も大幅に改善され、除草作業の能率が改善され除草時間が大幅に短縮
されることが確認された。
以上のように、本発明の効果は極めて大きい。
【図面の簡単な説明】
【図１】刈払機の回転刃１に本発明の刈りピン２及びリング状際刈防護ガイド８を取り付
けた場合の模式図
【図２】刈払機の回転刃１に本発明の刈りピン２を取り付けた場合の組立図と組立に用い
る部品３～７を示す図
【図３】本発明に用いるリング状際刈防護ガイド８の組立例を示す図
【図４】刈払機の回転刃１と刈りピン２及びリング状際刈防護ガイド８の関係を示す図
【図５】リング状際刈防護ガイド８の取り付け金具の例を示す図
【実施例】
【０００１】
　市販のエンジン駆動式の回転刃、外径２５５ｍｍの刈払機を用い、図２に示す本発明の
刈りピン２の外径６ｍｍ、長さ５０ｍｍの金属製のものを用い、図１及び図２に示すよう
に取り付けた。回転刃１の上下に、一対の皿型ワッシャー３及び４を用い、さらに弾性体
５を介して、取り付け、刈りピン２が回転刃の下部に、全体で、約３０ｍｍ、上部に約２
０ｍｍ突き出るようにし、バランスを考え、９０度の間隔を持つように、４本取り付けた
。刈りピン２の取り付けの中心線の径は約１８０ｍｍである。
刈り切る草の状態などにもよるが、刈りピン２の外径は５～８ｍｍ程度が良く、刈りピン
２の回転刃の下部に突き出る長さは、１５～３０ｍｍ程度が望ましく、又回転刃の上部に
突き出る長さは２５～５０ｍｍが望ましい。刈りピン２の材質は、金属製が望ましく、そ
の表面は硬く、剛性の強いものが望ましい。また刈りピン２を組み立てる時に用いる皿型
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ワッシャー３，４は刈りピン２に障害物の衝撃が加わった時に、ピンが動きやすくするた
めである。また用いる弾性体は刈りピンに加わる衝撃を吸収して、ピンの破損を防止する
ことと、ピンが元の位置に復元しやすくする作用もあり非常に大きな効果がある。弾性体
の材質は、硬質のゴムなどが望ましいが、その材質は制限するものでない。
【０００２】
　リング状の際刈防護ガイド８を用いることにより、回転刃を石や金属の障害物から守る
範囲が広くなり、回転刃の保護と、大切な花、作物、樹木に傷つけることなく、草刈りが
円滑に出来、除草作業がやり易くなり、作業能率が上がり、作業時間を大幅に短縮可能で
ある。リングの大きさは、基本的には、回転刃の外径より大きければよいのであるが、少
なくとも回転刃１の外径より２０ｍｍ以上８０ｍｍ程度大きいことが望ましい。その際刈
防護のガイド８のリングの太さは、その材質などにもよるが５～８ｍｍ程度のものが望ま
しい。材質は金属製が望ましいが、鉄芯入りのプラスチックなどでも使用可能である。
【０００３】
　上記［０００１］項および［０００２］項に説明した、刈りピン２および刈り際保護ガ
イド８を取り付け、図１及び図２のように組み立てた、刈払機を用い、従来の機械と実際
の草刈りの比較テストを種々実施した。その結果、本発明による機械の場合には、短い雑
草の場合には、従来機に比較し、刈り切られた草が細かくなり、しかも刈り跡は草の根が
のこらず、完全に草が根ごと刈り取られる状態になった。
　次に草丈が約３０ｃｍ位の長い雑草の生えているところでテストした。その結果従来の
機械では、作業性が悪く、続けて作業を行うことができなかった。それに対し本発明の刈
払機の場合には、長い草の場合でも、刈り払いを続けて行うことが出来、しかも刈り切ら
れる雑草が短くなり、作業性が大幅に優れていることが確認された。草丈がさらに長く、
葛などの蔓が絡み合った雑草の場合には、従来の機械では刈り払いが継続してできなかっ
た。ところが本発明による機械の場合には、容易に継続して刈り払いが可能であった。
　またリング状の際刈防護ガイド８を設置してある本発明の場合には、石や金属の大きな
障害物から回転刃を確実に防御するため、機械を左右、前後自由に動かすことが出来る。
また大切な花や、作物、樹木に傷つける心配もなく、作業能率がよく除草が短時間で済む
ようになった。
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【図３】 【図４】
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【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成29年1月20日(2017.1.20)
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２】
回転刃の上下に突き出る刈りピンを堅く固定して取り付けると、刈りピンがすぐ破損する
ので、弾性体を介して取り付けることを特徴とする特許請求項１に記載する刈払機
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は雑草などを刈り払いする機械の改善に関するものである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
草刈機械の刈払機は、動力により鋸状の刃の付いた円板状の回転刃を回転させて、草など
を刈り払いするものである。
従来の刈払機には、下記のような欠点があった。
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（１）長い草は刈り難い、刈った後の長い草のため作業を続けられない。
（２）また短い草の場合でも、根もとが残っているから、刈ってもすぐにまた伸びてくる
　　　。
（３）高速で回転する刃が、大きい石や金属など障害物で欠けたり、破損しやすい。
（４）また大切な花や、作物、樹木などを傷つけたり、刈り切る場合が多い。
　　　これらを防止しながら、作業することは本来の刈り払いの作業能率を大幅に低下す
　　　る。
【課題を解決するための手段】
【０００３】
上記（１）及び（２）項の課題を解決するため、従来の回転刃１の上、下に突き出るよう
な、棒状の刈りピン２を取り付けた。その状態を図１、図２、及び図３に示す。刈りピン
２は回転刃１のバランスを取りながら、２本以上取り付ける。取り付け方法については、
刈りピン２を回転刃１に直接固定するのでなく、刈りピン２に加わる衝撃を緩和する衝撃
吸収用および刈りピン２の復帰を容易にする弾性体５を介して取り付けることを特徴とす
る。弾性体５としては硬質ゴム又はコイルバネなどを用いることができる。回転刃１の下
部に突き出た刈りピン２は，刈り払いした草などを小さくすることと、草の根も刈り切る
作用が確認され、雑草などの除去に非常に有効であることが確認された。また回転刃１の
上部に突き出ている刈りピン２は長い草の刈り払いに有効である。
【０００４】
本発明は、さらに、回転刃１の外径より少なくも２０ｍｍ以上大きい内径の、リング状の
際刈防護のガイド８を取り付けたことを特徴とする刈り払い機である。取り付ける形状を
リング状にしたのは、大きい石、金属などの障害物から回転刃１を保護することと、重要
な花、作物、樹木などを刈り払いしないように、保護の範囲を広くするためである。また
作業者の不意の人身の事故防止上も極めて有効である。
【発明の効果】
【０００５】
本発明は、従来の回転刃１の上、下に突き出るような、棒状の刈りピン２を取り付けたこ
とを特徴とする。その状態を図１、図２及び図３に示す。刈りピン２は回転刃１のバラン
スを取りながら、２本以上取り付ける。取り付け方法については、いろいろのテストの結
果、刈りピン２を回転刃１に直接固定してしまうと、ピンに加わる衝撃のため、すぐ破損
して、実用に耐えられない。取り付け方法については、刈りピン２を回転刃１に直接固定
するのでなく、刈りピン２に加わる衝撃を緩和する衝撃吸収用および刈りピン２の復帰を
容易にする弾性体５を介して取り付けることを特徴とする。弾性体５としては硬質ゴム又
はコイルバネなどを用いることができる。
図２は弾性体として硬質ゴムを用いる場合の例を示す。この場合には回転刃１の上、下に
、皿型のワッシャー３及び４を用いる。図３は弾性体としてコイルバネを用いる場合の例
を示す。この場合には、コイルバネのピンガイド９の形状により刈りピン１に加わる衝撃
の緩和をより容易にすること、刈りピン１の復帰をより速くできることが確認されている
。回転刃の下部に突き出た刈りピン２は，刈り払いした草などを小さくすることと、草の
根をも刈り切る作用が確認され、雑草などの除去
非常に有効であることが確認された。
また回転刃１の上部に突き出ている刈りピン２は長い草の刈り払いに有効で、一度刈り払
いされた草が、次第に小さく切られて、長い草が生えているところでも、続けて作業が続
けられる利点がある。また葛など蔓状のものが絡み合った雑草などの刈り払いには特に適
している。
【０００６】
本発明は、回転刃１の外径より少なくも２０ｍｍ以上大きい、内径のリング状の際刈保護
のガイド８を取り付けたことを特徴とする。金属製のリングが望ましい。大きい石や金属
などの障害物から回転刃を保護することと、重要な花、作物、樹木などを傷つけたり、刈
り払いしないように、保護の範囲を広くするため、回転刃より大きい、そして、その形状
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をリング状の際刈防護ガイド８を取り付け、際刈の作業性を改善し、作業能率を大幅に改
善したことを特徴とする刈払機である。
【０００７】
上記のように、回転刃の上下に突き出た刈りピン２を取り付けた回転刃１と
リング状の際刈防護ガイド８を取り付けた本発明による刈払機は、従来の機械に比較し、
雑草など根こそぎ刈り取ることも可能になったこと。そのため除草の管理が容易になった
こと。また長い草の場合で除草作業が容易になった。さらに葛などの蔓状のものが絡み合
った雑草の場合でも容易に刈り払いができるようになった。またリング状の際刈防護ガイ
ド８を取り付けることにより、大きい石、金属などの障害物からの回転刃１を保護し、刃
の寿命が相当に改善される。さらに重要な花や、作物、樹木に傷付けまたは切り倒すこと
なども防ぐことができ、作業性も大幅に改善され、除草作業の能率が改善され、除草時間
が大幅に短縮されることが確認された。
以上のように、本発明の効果は極めて大きい。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】刈払機の回転刃１に本発明の刈りピン２及びリング状際刈防護ガイド８を取り付
けた場合の模式図
【図２】刈払機の回転刃１に本発明の刈りピン２を取り付けるに際し、弾性体５を硬質ゴ
ムにした場合の組立図と組立に用いる部品３～７を示す図
【図３】刈払機の回転刃１に本発明の刈りピン２を取り付けるに際し、弾性体５をコイル
バネにした場合の組立図と組立に用いる部品９～１２を示す図
【図４】本発明に用いるリング状際刈防護ガイド８の組立例を示す図
【図５】刈払機の回転刃１と刈りピン２及びリング状際刈防護ガイド８の関係を示す図
【図６】リング状際刈防護ガイド８の取り付け金具の例を示す図
【実施例１】
【０００９】
市販のエンジン駆動式の回転刃、外径２５５ｍｍの刈払機を用い、図２に示す本発明の刈
りピン２の外径６ｍｍ、長さ５０ｍｍの金属製のものを用い、図１及び図２に示すように
取り付けた。回転刃１の上下に、一対の皿型ワッシャー３及び４を用い、さらに弾性体５
を硬質ゴムにして取り付け、刈りピン２が回転刃の下部に、全体で、約３０ｍｍ、上部に
約２０ｍｍ突き出るようにし、バランスを考え、９０度の間隔を持つように、４本取り付
けた。刈りピン２の取り付けの中心線の径は約１８０ｍｍである。刈り切る草の状態など
にもよるが、刈りピン２の外径は５～８ｍｍ程度が良く、刈りピン２の回転刃の下部に突
き出る長さは、１５～３０ｍｍ程度が望ましく、又回転刃の上部に突き出る長さは２５～
５０ｍｍが望ましい。刈りピン２の材質は、金属製が望ましく、その表面は硬く、剛性の
強いものが望ましい。また刈りピン２を組み立てる時に用いる皿型ワッシャー３，４は刈
りピン２に障害物の衝撃が加わった時に、ピンが動きやすくするためである。また用いる
弾性体は刈りピンに加わる衝撃を吸収して、ピンの破損を防止することと、ピンが元の位
置に復元しやすくする作用もあり非常に大きな効果がある。弾性体の材質は、硬質のゴム
などが望ましいが、その材質は制限するものでない。
【００１０】
リング状の際刈防護ガイド８を用いることにより、回転刃を石や金属の障害物から守る範
囲が広くなり、回転刃の保護と、大切な花、作物、樹木に傷つけることなく、草刈りが円
滑に出来、除草作業がやり易くなり、作業能率が上がり、作業時間を大幅に短縮可能であ
る。リングの大きさは、基本的には、回転刃の外径より大きければよいのであるが、少な
くとも回転刃１の外径より２０ｍｍ以上８０ｍｍ程度大きいことが望ましい。その際刈防
護のガイド８のリングの太さは、その材質などにもよるが５～８ｍｍ程度のものが望まし
い。材質は金属製が望ましいが、鉄芯入りのプラスチックなどでも使用可能である。
【００１１】
上記［０００９］項および［００１０］項に説明した、刈りピン２及び
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際刈保護ガイド８を取り付け、図１及び図２のように組み立てた、刈払機を用い、従来の
機械と実際の草刈りの比較テストを種々実施した。その結果、本発明による機械の場合に
は、短い雑草の場合には、従来機に比較し、刈り切られた草が細かくなり、しかも刈り跡
は草の根がのこらず、完全に草が根ごと刈り取られる状態になった。次に草丈が約５０ｃ
ｍ位の長い雑草の生えているところでテストした。その結果従来の機械では、作業性が悪
く、続けて作業を行うことができなかった。それに対し本発明の刈払機の場合には、長い
草の場合でも、刈り払いを続けて行うことができ、しかも刈り切られる雑草が短くなり、
作業性が大幅に優れていることが確認された。草丈がさらに長く、葛などの蔓が絡み合っ
た雑草の場合には、従来の機械では刈り払いが継続してできなかった。ところが本発明に
よる機械の場合には、容易に継続して刈り払いが可能であった。
またリング状の際刈防護ガイド８を設置してある本発明の場合には、石や金属の大きな障
害物から回転刃を確実に防御するため、機械を左右、前後自由に動かすことが出来る。ま
た大切な花や、作物、樹木に傷つける心配もなく、作業能率がよく除草が短時間で済むよ
うになった。
【実施例２】
【００１２】
市販のエンジン駆動式の回転刃、外径２５５ｍｍの刈払機を用い、本発明の刈りピン２は
外径６ｍｍ、長さ７０ｍｍの金属製のものを用い、図１及び図３に示すように取り付けた
。弾性体５としてコイルバネを用いて刈りピン２を回転刃１に取り付け、刈りピン２が回
転刃の下部に、全体で、約３０ｍｍ、上部に約４０ｍｍ突き出るようにし、バランスを考
え、９０度の間隔を持つように、４本取り付けた。刈りピン２の取り付けの中心線の径は
約１８０ｍｍである。刈りピン２の材質は、金属製でその表面は硬く、剛性の強いものに
した。また刈りピン２を組み立てる時に用いるコイルバネのピンガイド９は刈りピン２に
障害物の衝撃が加わった時に、ピンが動きやすくするためにその内径の断面をＸ型にする
とより動きやすくなり、刈りピンの寿命が大幅に伸びることが確認された。ピンガイド９
の内径の断面についてはＶ字形、ストレートでも可能であるが、図３に示すようにその断
面をＸ型することが望ましい。
【００１３】
リング状の際刈防護ガイド８を用いることにより、回転刃を石や金属の障害物から守る範
囲が広くなり、回転刃の保護と、大切な花、作物、樹木に傷つけることなく、草刈りが円
滑に出来、除草作業がやり易くなり、作業能率が上がり、作業時間を大幅に短縮可能であ
る。リングの大きさは、回転刃の外径より３０ｍｍ大きくした。その際刈防護のガイド８
のリングの太さは、８ｍｍとした。材質は金属製とした。
【００１４】
上記［００１２］項および［００１３］項に説明した、刈りピン２および
際刈保護ガイド８を取り付け、図１及び図３のように組み立てた、刈払機を用い、従来の
機械と実際の草刈りの比較テストを種々実施した。その結果、本発明による機械の場合に
は、短い雑草の場合には、従来機に比較し、刈り切られた草が細かくなり、しかも刈り跡
は草の根がのこらず、完全に草が根ごと刈り取られる状態になった。
次に草丈が約５０ｃｍ位の長い雑草の生えているところでテストした。その結果従来の機
械では、作業性が悪く、続けて作業を行うことができなかった。それに対し本発明の刈払
機の場合には、長い草の場合でも、刈り払いを続けて行うことが出来、しかも刈り切られ
る雑草が短くなり、作業性が大幅に優れていることが確認された。草丈がさらに長く、葛
などの蔓が絡み合った雑草の場合には、従来の機械では刈り払いが継続してできなかった
。ところが本発明による機械の場合には、容易に継続して刈り払いが可能であった。また
リング状の際刈防護ガイド８を設置してある本発明の場合には、石や金属の大きな障害物
から回転刃を確実に防御するため、機械を左右、前後自由に動かすことが出来る。また大
切な花や、作物、樹木に傷つける心配もなく、作業能率がよく除草が短時間で済むように
なった。
【手続補正４】
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【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月16日(2017.7.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
本発明は刈払機の回転刃の上、下に突き出る棒状の刈りピンを、２本以上バランスよく取
り付け、さらに回転刃の外径より大きい、リング状の際刈防護ガイドを取り付けることを
特徴とする刈払機
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２】
回転刃の上、下に突き出る棒状の刈りピンは、その軸穴の上、下に皿型のワッシャーを用
い、弾性体を介して取り付けることを特徴とする請求項１に記載の刈払機
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
回転刃の保護と必要な花、樹木などを刈り払いしないように、回転刃の外径より大きい、
金属製のその形状がリング状の際刈防護ガイドを取り付けたことを特徴とする請求項２に
記載の刈払機
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　　　本発明は雑草などを刈り払いする機械の改善に関するものである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
草刈機械の刈払機は、動力により鋸状の刃の付いた円板状の回転刃を回転させて、草など
を刈り払いするものである。
従来の刈払機には、下記のような欠点があった。
（１）長い草は刈り難い、刈った後の長い草のため作業を続けられない。
（２）また短い草の場合でも、根もとが残っているから、刈ってもすぐにまた伸びてくる
　　　。
（３）高速で回転する刃が、大きい石や金属など障害物で欠けたり、破損しやすい。
（４）また大切な花や、作物、樹木などを傷つけたり、刈り切る場合が多い。
　　　これらを防止しながら、作業することは本来の刈り払いの作業能率を大幅に低下す
　　　る。
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【課題を解決するための手段】
【０００３】
上記（１）及び（２）項の課題を解決するため、従来の回転刃１の上、下に突き出るよう
な、棒状の刈りピン２を取り付けた。その状態を図１、図２に示す。刈りピン２は回転刃
１のバランスを取りながら、２本以上取り付ける。取り付け方法については、刈りピン２
を回転刃１に直接固定するのでなく、刈りピン２の軸穴の上下に、皿型のワッシャー３，
４を用い、さらに刈りピン２に加わる衝撃を緩和する衝撃吸収用および刈りピン２が元の
位置に瞬間的な復帰を容易にする弾性体５を介して取り付けることを特徴とする。弾性体
５としては硬質ゴムなどを用いることができる。回転刃１の下部に突き出た刈りピン２は
，刈り払いした草などを小さくすることと、草の根も刈り切る作用が確認され、雑草など
の除去に非常に有効であることが確認された。また回転刃１の上部に突き出ている刈りピ
ン２は長い草の刈り払いに有効である。
【０００４】
本発明は、さらに、回転刃１の外径より少なくも２０ｍｍ以上大きい内径の、リング状の
際刈防護ガイド８を取り付けたことを特徴とする刈り払い機である。
取り付ける形状をリング状にしたのは、大きい石、金属などの障害物から回転刃１を保護
することと、必要な花、作物、樹木などを刈り払いしないように、保護の範囲を広くする
ためである。また作業者の不意の人身の事故防止上も極めて有効である。
【発明の効果】
【０００５】
本発明は、従来の回転刃１の上、下に突き出るような、棒状の刈りピン２を取り付けたこ
とを特徴とする。その状態を図１、図２に示す。刈りピン２は回転刃１のバランスを取り
ながら、２本以上取り付ける。取り付け方法については、いろいろのテストの結果、刈り
ピン２を回転刃１に直接固定してしまうと、ピンに加わる衝撃のため、すぐ破損して、実
用に耐えられない。取り付け方法については、刈りピン２を回転刃１に直接固定するので
なく、刈りピン２に加わる衝撃を緩和する衝撃吸収用および刈りピン２の元の位置への復
帰を容易にする弾性体５を介して取り付けることを特徴とする。ここで用いる棒状の刈り
ピン２の材質は硬く、剛性の強い金属製でであることが望ましい。例えば高速度鋼や超硬
合金などである。
そのほかの材質でも限定するものでない。弾性体５としては硬質ゴムなどを用いることが
できる。
図２は弾性体として硬質ゴムを用いる場合の例を示す。この場合には回転刃１の上、下に
、皿型のワッシャ―３及び４を用いる。回転刃の下部に突き出た刈りピン２は，刈り払い
した草などを小さくすることと、草の根をも刈り切る作用が確認され、雑草などの除去に
非常に有効であることが確認された。
また回転刃１の上部に突き出ている刈りピン２は長い草の刈り払いに有効で、一度刈り払
いされた草が、次第に小さく切られて、長い草が生えているところでも、刈り払い作業が
続けてできる利点がある。また葛など蔓状のものが絡み合った雑草などの刈り払いには特
に適している。
【０００６】
本発明は、回転刃１の外径より少なくも２０ｍｍ以上大きい、内径のリング状の際刈防護
ガイド８を取り付けたことを特徴とする。金属製のリングが望ましい。
大きい石や金属などの障害物から回転刃を保護することと、必要な花、作物、樹木などを
傷つけたり、刈り払いしないように、保護の範囲を広くするため、回転刃より大きい、そ
して、その形状をリング状の際刈防護ガイド８を取り付け、際刈の作業性を改善し、作業
能率を大幅に改善したことを特徴とする刈払機である。
【０００７】
上記のように、回転刃の上下に突き出た棒状の刈りピン２を取り付けた回転刃１とリング
状の際刈防護ガイド８を取り付けた本発明による刈払機は、従来の機械に比較し、雑草な
ど根こそぎ刈り取ることも可能になったこと。そのため除草の管理が容易になったこと。
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また長い草の場合でも除草作業が容易になった。さらに葛などの蔓状のものが絡み合った
雑草の場合でも刈り払いができるようになった。またリング状の際刈防護ガイド８を取り
付けることにより、大きい石、金属などの障害物からの回転刃１を保護し、刃の寿命が相
当に改善される。さらに必要な花や、作物、樹木に傷付けまたは切り倒すことなども防ぐ
ことができ、作業性も大幅に改善され、除草作業の能率が改善され、除草時間が大幅に短
縮されることが確認された。
以上のように、本発明の効果は極めて大きい。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】刈払機の回転刃１に本発明の刈りピン２及びリング状際刈防護ガイド８を取り付
けた場合の模式図
【図２】刈払機の回転刃１に本発明の刈りピン２を取り付けるに際し、弾性体５を硬質ゴ
ムにした場合の組立図と組立に用いる部品３～７を示す図
【図３】本発明に用いるリング状際刈防護ガイド８の組立例を示す図
【図４】刈払機の回転刃１と刈りピン２及びリング状際刈防護ガイド８の関係を示す図
【図５】リング状際刈防護ガイド８の取り付け金具の例を示す図
【実施例】
【０００９】
市販のエンジン駆動式の回転刃、外径２５５ｍｍの刈払機を用い、図２に示す本発明の棒
状の刈りピン２の外径６ｍｍ、長さ５０ｍｍの金属製のものを用い、図１及び図２に示す
ように取り付けた。回転刃１の上、下に、一対の皿型ワッシャー３及び４を用い、さらに
弾性体５を硬質ゴムにして取り付け、刈りピン２が回転刃の下部に、全体で、約３０ｍｍ
、上部に約２０ｍｍ突き出るようにし、バランスを考え、９０度の間隔を持つように、４
本取り付けた。刈りピン２の取り付けの中心線の径は約１８０ｍｍである。刈り切る草の
状態などにもよるが、刈りピン２の外径は５～８ｍｍ程度が良く、刈りピン２の回転刃の
下部に突き出る長さは、１５～３０ｍｍ程度が望ましく、又回転刃の上部に突き出る長さ
は２５～５０ｍｍが望ましい。刈りピン２の材質は、金属製が望ましく、その表面は硬く
、剛性の強いものが望ましい。例えば高速度鋼や超硬合金などである。またその材質は限
定するものでない。又刈りピン２を組み立てる時に用いる皿型ワッシャー３，４は刈りピ
ン２に障害物の衝撃が加わった時に、ピンが動きやすくするためである。また用いる弾性
体は刈りピンに加わる衝撃を吸収して、ピンの破損を防止することと、ピンが元の位置に
復帰しやすくする作用もあり非常に大きな効果がある。弾性体の材質は、硬質のゴムなど
が望ましいが、その材質は制限するものでない。
【００１０】
リング状の際刈防護ガイド８を用いることにより、回転刃を石や金属の障害物から守る範
囲が広くなり、回転刃１の保護と、大切な花、作物、樹木に傷つけることなく、草刈りが
円滑に出来、除草作業がやり易くなり、作業能率が上がり、作業時間を大幅に短縮可能で
ある。リングの大きさは、基本的には、回転刃の外径より大きければよいのであるが、少
なくとも回転刃１の外径より２０ｍｍ以上８０ｍｍ程度大きいことが望ましい。今回は回
転刃の外径より２０ｍｍ大きくした。
その際刈防護ガイド８のリングの太さは、その材質などにもよるが５～８ｍｍ程度のもの
が望ましい。今回はその太さは８ｍｍとした。材質は金属製が望ましいが、鉄芯入りのプ
ラスチックなどでも使用可能である。
【００１１】
上記［０００９］項および［００１０］項に説明した、刈りピン２及び
際刈防護ガイド８を取り付け、図１及び図２に示すように組み立てた、刈払機を用い、従
来の機械と実際の草刈りの比較テストを種々実施した。その結果、本発明による機械の場
合には、短い雑草の場合には、従来機に比較し、刈り切られた草が細かくなり、しかも刈
り跡は草の根が残らず、完全に草が根ごと刈り取られる状態になった。次に草丈が約５０
ｃｍ位の長い雑草の生えているところでテストした。その結果従来の機械では、作業性が
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悪く、続けて作業を行うことができなかった。それに対し本発明の刈払機の場合には、長
い草の場合でも、刈り払いを続けて行うことができ、しかも刈り切られる雑草が短くなり
、作業性が大幅に優れていることが確認された。草丈がさらに長く、葛などの蔓が絡み合
った雑草の場合には、従来の機械では刈り払いが継続してできなかった。ところが本発明
による機械の場合には、容易に継続して刈り払いが可能であった。又リング状の際刈防護
ガイド８を設置してある本発明の場合には、石や金属の大きな障害物から回転刃を確実に
防御するため、機械を左右、前後に自由に動かすことが出来る。
また大切な花や、作物、樹木に傷つける心配もなく、作業能率がよく除草が短時間で済む
ようになり、刈りピン２の寿命が大幅に伸びることが確認された。
【手続補正５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment

